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市政の報告と議案説明  

 

（市政の報告）  

 令和２年五條市議会第２回定例会の開会にあたり、市政の概要につい

てご報告申し上げ、議会をはじめ市民各位のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。  

 なお、本年３月以降については、新型コロナウイルス感染症拡大防止

の観点から、多くの事務事業について延期若しくは中止といたしており

ますので、簡略なご報告とさせていただく旨、ご理解を賜りたいと存じ

ます。  

 

 最初に、新型コロナウイルス感染症に対する対応について申し上げま

す。  

 まず、感染症対策本部の取組についてであります。  

 去る、１月２９日、奈良県内において初の感染事案が報告されたこと

をうけ、速やかに市感染症対策本部を設置したところでありますが、４

月７日に発出された緊急事態宣言をうけ、同日付けをもって新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法に基づく対策本部へと移行いたしました。  

移行後の対策本部では、感染症対策についての国並びに県の基本的な

対処方針を踏まえ、総合防災訓練や吉野川祭りなど、主要な市の事業の

中止や延期の判断をはじめ、公共施設の利用制限の決定などを行ってお

ります。  

さらに、防災行政無線や市ホームページなどを通じ、市民の皆様へ予

防対策のご理解とご協力をお願いしたところであります。  

また、５月１４日には、東京都や大阪府などの８都道府県を除いて緊



2 

 

急事態宣言が解除されたことにともない、同月２５日より、市内の小・

中学校では授業を再開いたしましたが、シダーアリーナなど屋内公共施

設については、一部を除き同月３１日まで利用制限を継続することとい

たしました。  

 

 次に、感染症対策事業についてであります。  

 ５月１日に招集いたしました第２回臨時会において、市民の皆様お一

人あたり１０万円をお届けする特別定額給付金など、総額で約３０億４，

９００万円の事業実施に係る補正予算のご議決をいただきました。  

 なお、特別定額給付金の事務の進捗状況でありますが、オンライン申

請分についてはすでに振込みを開始しており、郵送申請分につきまして

も申請書の送付を完了いたしております。  

市といたしましては、出来る限り早く市民の皆様のお手元にお届けで

きるよう関係事務を進めてまいりますので、ご理解、ご協力を賜ります

ようお願いいたします。  

 また、同月１９日に招集いたしました第３回臨時会においては、給食

費や水道基本料金の免除など、総額で２億１，５５０万円の事業実施に

係る補正予算について同様にご議決をいただいたところであります。  

 当該各種事業については、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用し、子育て支援に力点をおいた内容といたしており

ますが、いずれにつきましても、可能な限り速やかに実施してまいりた

いと考えております。  

 

 次に、寄贈品等の活用についてであります。  

 今般の感染症対策に対し、多くの皆様からマスク等をご寄贈いただい
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ておりますことに対し、衷心よりお礼を申し上げます。  

 寄贈いただきましたマスクにつきましては、市内の小・中学校や福祉

関係施設などへ配布するとともに、妊婦や高齢者の方々には郵送により

ご自宅等へお届けしております。  

 また、ふるさと納税に新たに「ふるさと五條市応援プロジェクト」を

追加し、市の内外を問わず広くご寄附を募っておりますが、お寄せいた

だいたご寄附につきましては、真心のこもった貴重な財源として、本市

の感染症対策事業に活用させていただきたいと考えております。  

 

 なお、新型コロナウイルス感染症の収束については見通しが難しく、

当面は厳しい状況が続くものと予想されますが、あらためて「感謝」と

いう言葉を市職員と共有したいと考えております。  

 外出の自粛など、長期間にわたって感染拡大防止のためご協力いただ

いております市民の皆様、また、国民の命を守るため、昼夜を問わず頑

張っていただいております医療関係者の皆様、さらに、ふるさと五條市

を思い、温かいご寄附をお寄せいただいた皆様など、本当に感謝の念に

堪えないところであります。  

 本市といたしましては、市民の皆様の暮らしを守り、地域社会を維持

する責任を果たしていくため、感謝の気持ちを忘れることなく、全庁一

丸となってこの難局を乗り越えてまいりたいと考えておりますので、各

位には一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。  

 新型コロナウイルス感染症に対する対応については以上であります。  

 

 続きまして、花咲寮建設事業についてであります。  

 平成３１年４月から進めてまいりました花咲寮建設工事が先般完了し、
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５月２０日から開所いたしております。  

 当該建設工事にご協力いただきました地権者様をはじめ、地元自治会

や庁外検討委員会の皆様など、関係各位に厚くお礼申し上げるとともに、

今後は入所者の快適な暮らしを確保しながら、地域社会に貢献する施設

として運営を行ってまいります。  

 

 続きまして、新庁舎建設事業についてであります。  

 現在、本館棟の免震装置を設置いたしておりますが、建屋の基礎工事

は、概ね完了いたしております。  

今後は、上部躯体の施工に着手するなど、所定の工程に従い、事業の

進捗を図ってまいります。  

 

 続きまして、学校適正化についてであります。  

 五條市学校適正化基本計画の第１段階として、去る４月６日、旧五條

中学校、旧野原中学校、旧西吉野中学校が統合し五條中学校として、ま

た、旧阿太小学校、旧宇智小学校が統合し五條東小学校として開校いた

しました。  

 今後は、第２段階の統合に向け、学校統合協議会における協議を継続

するとともに、新たな学校として利用する校舎の改修を行うなど、当該

計画の具体化に取り組んでまいります。  

 

 続きまして、幼保一体化の推進についてであります。  

 現在、認定こども園整備事業については、園名募集や制服の決定に向

けたアンケート調査を実施するなど開園に向けた準備を行うとともに、

（仮称）五條Ａ認定こども園の入札業務が終了したことから、工事請負
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契約の締結を行うため、本議会に関係議案を提出いたしております。  

 

 市政の報告は以上であります。  

  

（提出議案の説明）  

 続きまして、本定例会に提出いたしました諸議案についてご説明申し

上げます。  

 まず、報第１１号  令和元年度五條市土地開発公社の決算及び事業の

報告並びに報第１２号  令和元年度一般財団法人大塔ふる里センターの

決算及び事業の報告につきましては、それぞれの決算書及び事業報告書

が提出されましたので、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づ

き報告するものであります。  

 次に、報第１３号  令和元年度五條市一般会計繰越明許費繰越計算書

の報告及び報第１４号  令和元年度五條市一般会計事故繰越し繰越計算

書の報告並びに報第１５号  令和元年度五條市水道事業会計予算繰越計

算書の報告につきましては、関係法令の規定に基づき報告するものであ

ります。  

次に、議第３７号  五條市人権が尊重されるまちづくり条例の制定に

つきましては、部落差別の解消の推進に関する法律の施行に伴い条例の

制定が必要となったため、本条例を制定するものであります。  

次に、議第３８号  五條市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例の一部改正につきましては、一般不妊治療・不育

治療費の助成に関する事務について新たに市町村間の情報連携を行うた

め、本条例の一部を改正するものであります。  
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次に、議第３９号  特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関す

る条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一

部改正につきましては、外出自粛や休業要請によって深刻な影響がある

市内の状況に鑑み、市長、副市長及び教育長の期末手当を減額するため、

本条例の一部を改正するものであります。  

次に、議第４０号  五條市税条例等の一部改正につきましては、地方

税法等の一部改正に伴う新型コロナウイルス感染症対策に係る規定の整

備を行うため、本条例等の一部を改正するものであります。  

次に、議第４１号  五條市手数料徴収条例の一部改正につきましては、

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並び

に行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通

信の利用に関する法律等の一部を改正する法律による住民基本台帳法及

び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の一部改正に伴う規定の整備等を行うため、本条例の一部を改正す

るものであります。  

次に、議第４２号  五條市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正につきましては、家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準の一部が改正されたため、本条例の一部を改正す

るものであります。  

次に、議第４３号  五條市介護保険条例の一部改正につきましては、

新型コロナウイルス感染症対策に係る介護保険料の減免規定の整備を行

うため、本条例の一部を改正するものであります。  

次に、議第４４号  令和２年度五條市一般会計補正予算（第３号）議

定につきましては、歳入歳出それぞれ７，２４９万９千円を追加し、総

額２５４億３，５３７万１千円とする予算の補正で、主な内容といたし
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ましては、道路維持費として４，６００万円、教育振興費として２，２

５６万７千円等の追加であり、財源につきましては、国庫支出金、繰入

金等を見込みまして補正予算を編成した次第であります。  

次に、議第４５号  工事請負契約の締結につきましては、（仮称）五條

Ａ認定こども園建設工事を、先日、総合評価落札方式（簡易型）一般競

争入札で実施しましたところ、７億５，７００万円で、田原・キタムラ

特定建設工事共同企業体が落札し、その工事の請負契約を締結するもの

であります。  

 

以上が、この度提出いたしました諸議案の概要であります。  


